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河
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平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
派
遣
労
働
者
や
期
間
従
業
員
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
年
越
し
派
遣
村
」
へ
の
政
府
の
支
援
、

関
与
並
び
に
失
業
問
題
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
派
遣
労
働
者
や
期
間
従
業
員
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
年
越
し
派
遣
村
」
へ
の
政
府
の
支

援
、
関
与
並
び
に
失
業
問
題
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
御
指
摘
の
「
派
遣
村
」
が
開
設
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五

日
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
派
遣
村
」
の
開
設
に
当
た
っ
て
は
、
特
段
の
支
援
や
関
与
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
「
派
遣
村
」
に
集
ま
っ
た

元
派
遣
労
働
者
等
の
本
年
一
月
五
日
以
降
の
居
所
と
し
て
東
京
都
等
が
確
保
し
た
施
設
等
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
に

よ
る
出
張
相
談
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
年
一
月
二
日
に
大
村
秀
章
厚
生
労
働
副
大
臣
、

今
別
府
敏
雄
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
及
び
篠
�
隆
男
同
課
管
理
室
長
が
、
同
月
三
日
に
大
村
秀
章
厚
生
労
働
副
大

臣
、
篠
�
隆
男
同
省
大
臣
官
房
会
計
課
管
理
室
長
、
北
條
憲
一
同
省
職
業
安
定
局
雇
用
開
発
課
就
労
支
援
室
長
、
朝
浦
幸
男

一



同
省
社
会
・
援
護
局
総
務
課
長
及
び
寺
尾
徹
同
局
地
域
福
祉
課
長
が
、
同
月
四
日
及
び
五
日
に
大
村
秀
章
厚
生
労
働
副
大
臣

及
び
北
條
憲
一
同
省
職
業
安
定
局
雇
用
開
発
課
就
労
支
援
室
長
が
視
察
を
行
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

離
職
に
伴
い
住
居
を
喪
失
し
た
非
正
規
労
働
者
に
対
し
て
は
、
住
宅
費
用
等
の
貸
付
け
や
雇
用
促
進
住
宅
の
活
用
な
ど
に

よ
る
住
居
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
非
正
規
労
働
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
を
東
京
都
、
愛
知
県
及
び
大
阪
府
に
設
置
し
、
安

定
し
た
就
職
に
向
け
た
様
々
な
就
労
支
援
を
行
う
な
ど
の
施
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
通
じ

て
、
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
の
主
な
原
因
と
し
て
は
、
米
国
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
端
を
発
す
る
金
融
危
機

が
実
体
経
済
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
必
ず
し
も
、
労
働
者
派
遣
制
度
を
始
め
と
す

る
労
働
法
制
の
見
直
し
が
根
幹
の
原
因
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

労
働
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止
等
を
内
容
と
す
る
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

二



派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
第
百
七
十
回
国
会
に
提
出
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
派
遣
先
企
業
が
派
遣
労
働
者
を
直
接
雇
用
し
た
場
合
の
助
成
措
置
や
地
域
の
創
意
工
夫
に
基
づ
い
て

雇
用
機
会
を
創
出
す
る
取
組
に
対
す
る
支
援
な
ど
を
行
い
、
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。

三


